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仕 様 書 
 

１． 委託業務の名称 
⼈権に関する名張市⺠意識調査業務 
 

２． 目的 
「第３次名張市⼈権施策基本計画」の期間を 2024 年度までとすることから、第４次
計画策定に向けての資料とするため、⼈権問題に関する住⺠意識の調査を実施する。 
 

３． 委託期間 
契約締結の⽇から 2024（令和 6）年 3 ⽉ 29 ⽇まで 
 

４． 調査対象 
住⺠基本台帳に登載された満 16 歳以上の市⺠から無作為に抽出した 2,000 ⼈ 
 

５． 委託業務内容 
（１）調査票の企画・設計・調査方法の検討 

市⺠意識調査票を作成する過程において、回答者にとってわかりやすい調査票、
計画策定に結果を反映しやすく、また前回の意識調査結果との⽐較ができる設問
設定、表現等の企画及び⽀援を⾏う。 
※設問数 30 問程度、⾃由記述あり 

 
（２）調査票の印刷 
   調査票／Ａ４サイズ 両⾯ 16 ページ程度（調査依頼⽂含む） 2,000 部 
 
（３）封筒の印刷 

送付用封筒 角二サイズ 2,000 部 
返信用封筒 ⻑三サイズ 2,000 部 
※返信は郵送とする。 

 
（４）宛名ラベルの貼付・発送業務 

宛名ラベルを送付用封筒へ貼付する。 
※宛名ラベルは名張市が作成する。 

 
（５）調査票および返信用封筒の封入業務 

調査票および返信用封筒を送付用封筒へ封入を⾏う。 
発送数 2,000 通 

 
（６）調査票発送業務  ※調査期間は 2023 年 11 ⽉頃を想定 
   調査票の発送を⾏う。発送費用は受注者の負担とする。 
 
（７）中間督促 
   礼状兼督促状（ハガキ）の印刷と発送を⾏う。発送費用は受注者の負担とする。 
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（８）市⺠意識調査票のデータ入⼒および集計業務 
回収された調査票のデータ入⼒および集計を⾏う。 
※回収にかかる費用（郵便料⾦）は受注者の負担とする。 
※名張市と協議しながら作業を⾏う。 
※回収数の変動に伴う契約変更（委託料の変更）は⾏わない。 
【参考】2016 年度実施 ⼈権についての名張市⺠意識調査 

配布数 2,000 通／有効回収数 703 通／有効回収率 35.5％ 
 
（９） 調査結果の分析及び報告書検討・執筆業務 

①調査結果データの加⼯・各種分析を⾏い、図表等を活用し、わかりやすいもの
を作成すること。検査終了後において誤りが認められた場合は、速やかに受注
者にて訂正を⾏い、その作業に係る費用の⼀切は受注者の負担とする。 

②報告書の作成にあたっては、各項目ごとに小括を、最後に総括を加え、分析
結果を記載するほか、今後の課題について⾔及すること。その際に有識者の
⾒解を仰ぎ、その意⾒を反映させること。 

③国・県・前回の⼈権についての名張市⺠意識調査の結果と⽐較できる項目に
ついては⽐較考察すること。 

④名張市からの要請があれば、中間報告を⾏う。その際、改善点があれば、そ
の都度対応すること。 

 
６． 成果品 

報告書本冊（Ａ４版 160 ページ程度）原稿データ（PDF ファイル形式及び Word 形
式） 

 
７． 成果品の納期 

2024（令和 6）年 3 ⽉ 29 ⽇（⾦） 
 

８． 納品場所 
名張市鴻之台 1 番町 1 番地 
名張市役所 4 階 地域環境部 ⼈権・男⼥共同参画推進室 

 
９． ⽀払方法 

業務終了後⼀括払いとする。（成果品の納品、検査確認後の⽀払いとする。） 
 

１０． その他 
・回収した調査票について、業務完了後、速やかに名張市へ返還すること。 
・成果品が著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２条第１項第１号に規定する著作物

に該当する場合は、当該成果物にかかる受注者の著作権（著作権法第２１条から第２
８条までに規定する権利をいう。）を当該成果物の引渡し時に名張市へ無償で譲渡す
るものとする。 

・本仕様書に記載のない事項、または業務の実施に当たって疑義が生じた場合、発注者
と受注者とで協議の上決定するものとする。 


